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総務省

Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）

給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）

事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

合計  1,152,829  1,015,529  -  208,680  19,718  -  31,529  755,602  137,300 

令和6年度住民税均等割非課税世帯（3万円）
＋こども加算（2万円）

＋不足額給付
（令和６年度低所得世帯支援枠等）

1 R6_補正 低所得 ○ ○ ○

住民税非課税世帯物価高騰
対策給付金給付事業、定額
減税不足額給付金給付事業
【物価高騰対策給付金】

Ⅱ．物価高の克服 ○ －  228,398  228,398  -  208,680  19,718  -  - 

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々の
生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R6,R7の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯　5,527世帯×30千円、子ども加算　
551人×20千円、、定額減税を補足する給付（うち不足額給付）の対象者　
11,451人　(216,850千円）　　のうちR7計画分
事務費　19,718千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務委託
料　使用料及び賃借料　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（5,527世帯）、定額減税を補足する
給付（うち不足額給付）の対象者数（11,451人）

－ ○ － R7.3 R8.3
対象世帯に対して令和7年3月までに支給を開
始する

① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ、広報誌 R6補正（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R6補正）
2  -  - 

令和６年度低所得世帯支援枠等関連の給付費
（家計急変への横出し等・R6補正）

3  -  - 

事務費
（上乗せ・横出し）

4  -  - 

R7補正推奨事業メニューのうち
食料品の物価高騰に対する特別加算

（市区町村のみ記載）
5 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○

物価高騰対策臨時特別給付
金給付事業

Ⅰ．生活の安全保障・
物価高への対応

○
①食料品の物
価高騰に対す
る特別加算

④消費下支
え等を通じた
生活者支援

 742,269  688,554  688,554  53,715  40,424 

①全市民に対して給付金額11,500円（市民1人あたり）を支給し、物価高
騰の影響を受けた生活者の支援を行う。なお、支給対象・支給方法につ
いて、食料品の物価高騰の影響は全市民に及ぶものであること、また現
金給付は公平性があり、早急に消費がされやすいこと、低所得世帯支援
枠等を実施したノウハウから現金給付であれば年内の予算化・早急な事
業実施に対応ができることから、交付金の趣旨に適合すると判断し、全
住民一律の現金給付とした。
②給付金事業費及びその事務費
③給付金及び事務費合計　742,269千円
　・給付費合計：701,845千円
　　内訳　61,030人(R8.1.1時点)×11,500円＝701,845千円
　・事務費合計：40,424千円
　　内訳　手数料3,080千円、受付業務等委託料35,297千円、
　　　　　　電算業務委託料1,386千円、事務機器賃借料476千円
　　　　　　システム使用料185千円
④基準日（令和8年3月1日）において本市に住民票のある人

－ ○ － R8.3 R8.3 R8.4以降 対象となる世帯（27,576世帯）に全て支給する。 ① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

対象分野に関連
しない

ホームページ、広報紙、対象者への通知

計画に関する諸条件 キ
算出の根拠となる事業の確定等の調整のために不
測の日数を要し、計画を再検討した結果、交付対象
事業の完了が令和9年3月下旬となるため

R7補正（地）

市区町村でR7補正①の事業について複数計画している場合は、１つを
No.５に記入の上それ以外はNo.６以降に記入しL列で当該推奨事業メ
ニューを選択してください。
都道府県でR7補正①の事業を計画している場合は、NO.6以降に記入し
L列で当該推奨事業メニューを選択してください。

6 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
就学前児童応援臨時給付金
給付事業

米国関税措置 ○

②エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う子育て世
帯支援

 33,454  31,529  31,529  1,925 

①食費等の物価高騰等の影響を受けている市内在住の小学校就学前
児童を養育する世帯を支援するため、給付金を支給する。
②給付金及び当該給付金の給付に要する経費
③給付金及び事務費合計　33,454千円
　・給付金合計：30,160千円
　　内訳　就学前児童2,320人×13千円＝30,160千円
　・事務費合計： 3,294千円
　　内訳　人件費1,012千円（報酬914千円、共済費51千円、
　　　　　　労災保険18千円、費用弁償29千円）、消耗品費20千円、
　　　　　　通信運搬費516千円、手数料256千円、
　　　　　　電算業務委託料1,474千円、システム使用料16千円
④令和7年12月31日時点で、本市に住民登録のため小学校就学前まで
の子どもの保護者

－ ○ － R7.11 R8.3 対象世帯への支給率100％ ① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ、広報紙、対象者への通知 R7補正（地）

7 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
プレミアム付共通商品券発行
事業【物価高騰対応重点支援
地方創生臨時交付金】

Ⅰ．生活の安全保障・
物価高への対応

○
①食料品の物
価高騰に対す
る特別加算

④消費下支
え等を通じた
生活者支援

 56,900  56,900  56,900  -  12,900 

①物価高騰等による地域経済への影響を緩和し、また市民の消費喚起
を促し地域経済の活性化を図るため、旭市内全域の加盟店で買い物が
できるプレミアム付旭市共通商品券を、プレミアム率20％で発行する。ま
た、発行セット数を通常の20,000セットから22,000セットにし、購入機会を
拡大する。
②プレミアム分及び運営事務費
③プレミアム分及び運営事務費合計　56,900千円
　・プレミアム分：44,000千円
　　内訳　2,000円×22,000セット＝44,000千円
　・運営事務費：12,900千円
④旭市商業振興連合会

－ － － R8.3 R8.3 R8.4以降 プレミアム商品券販売数22,000セット完売 ① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

対象分野に関連
しない

令和9年1月末の換金期限を経過し、未換金が発生した場合
には、旭市商業振興連合会に令和9年3月末までにプレミア
ム分の補助金の返還を求める。
（端数切捨て）

ホームページ、広報紙、対象者への通知

計画に関する諸条件 キ
算出の根拠となる事業の確定等の調整のために不
測の日数を要し、計画を再検討した結果、交付対象
事業の完了が令和9年3月下旬となるため

R7補正（地）

8 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
物価高騰対応水道基本料金
減免事業

Ⅰ．生活の安全保障・
物価高への対応

○
④消費下支え
等を通じた生
活者支援

 91,808  10,148  10,148  81,660  760 

①物価高騰の影響を受けている生活者の経済負担を軽減するため、市
内水道料金を支援する。
②市内水道利用者の2ケ月分の基本料金及び事務費
③基本料金2ケ月分及び事務費　91,808千円
　・基本料金2ケ月分　91,048千円（税抜き）
　　※市内水道使用者：21,518件（公共施設は対象から除く）
　・事務費　760千円
　　内訳　システム改修660千円、周知広報100千円
④水道事業会計（水道を使用する市民・事業者）

－ － － R8.3 R8.3 R8.4以降 当該補助事業により支援した使用者21,518件 ① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ、広報紙、対象者への通知

計画に関する諸条件 キ
算出の根拠となる事業の確定等の調整のために不
測の日数を要し、計画を再検討した結果、交付対象
事業の完了が令和9年3月下旬となるため

R7補正（地）

令和７年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画

（単位：千円）

都道府県区分 【12_千葉県】 電話番号 0479-62-5307
令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①

令和７年度既配分額
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤
                    31,529 

国のR6補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①　（令和6年度本省繰越分）

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑤　（令和7年5月27日通知分）                                                                        31,529 

地方公共団体名（コード有り） 12215_千葉県旭市 メールアドレス kikaku@city.asahi.lg.jp
令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②

令和７年度既配分額
国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥
                           - 国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②　（令和6年度本省繰越分）
小計　交付限度額（R7予備費分）                                                                        31,529 

都道府県・市町村コード（５桁） 12215
令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年７月18日通知分）

担当部局課名 企画政策課 国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①
にかかる交付対象経費                                                       - 

令和７年度既配分額
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年8月調査での追加分）

※該当団体のみ

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑥　（令和7年12月１６日通知分）                                                                      755,602 

担当者氏名 木内 国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②にかかる交付対象経費                                              208,680 国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②　（令和７年12月２日通知分）
（うち、食料品の物価高騰に対する特別加算分）                                                                      215,893 

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③にかかる交付対象経費                                                19,718 国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②　（今回追加分）
小計　交付限度額（R7経済対策分）                                                                      755,602 

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）　交付限度額④
にかかる交付対象経費                                                       - 

今回配分予定額
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

今回配分予定額
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤
                           - 国のR6補正等分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②　（今回追加分）

交付対象経費(地方単独事業費)
（R7予備費分）

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑤
にかかる交付対象経費                                                31,529 

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

【調整後】今回配分予定額
国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥
                  755,602 小計　交付限度額②

交付対象経費(地方単独事業費)
（R7経済対策分）

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑥
にかかる交付対象経費                                              755,602 

今回配分予定額
国のR6補正等予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②
 （うち、食料品の物価高騰に対する特別加算分） 215,893 

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和6年度本省繰越分）

交付対象経費(地方単独事業費)
（その他）

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分にかかる交付対象経費
※事務連絡は該当団体のみに通知                                                       - 

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年７月18日通知分）

今回配分予定額
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年8月調査での追加分）

※該当団体のみ

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年12月２日通知分）

※記載は不要
配分予定額計

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①

配分予定額計
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤
                    31,529 

国のR6補正等（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（今回追加分）

※【調整前】今回配分予定額
推奨事業メニュー（R7補正）交付限度額⑥                                                                      755,602 

配分予定額計
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

小計　配分予定額計
（R7予備費分）                     31,529 

※【調整前】本省繰越額
国のR7補正予算分（推奨事業メニュー分）交付限度額⑥                                                                               - 

配分予定額計
国のR6補正等予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

本省繰越の追加希望額　手動入力分
（調整用）                                                                               - 

配分予定額計
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③

配分予定額計
国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥
                  755,602 

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和６年度本省繰越分）

配分予定額計
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

小計　配分予定額計
（R7経済対策分）                   755,602 

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和７年７月通知分）

小計　配分予定額計
（R6経済対策分）

（うち、食料品の物価高騰に対する特別加算分）                   215,893 
国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和７年12月通知分）

小計　交付限度額④
令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分　交付限度額

※事務連絡は該当団体のみに通知                                                                               - 

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分 配分予定額計
※事務連絡は該当団体のみに通知

小計　交付限度額（R6経済対策分）

配分予定額計                                      1,015,529 移替先  交付限度額計                                                                    1,025,798 

Ｂ２

(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通
知の発出状況に定義されている対象分野)

交付対象経費(地方単独事業費)
（R6経済対策分）

R7経済対策等にかかる本省繰越希望額記載欄
【調整後】本省繰越希望額　

（R7補正により措置された推奨事業メニュー分　交付限度額⑥に係る希望額）
（交付限度額⑥を上限とする）

                                                                     - 

推奨事業メニューの本省繰越希望額の調整欄

小計　交付限度額③                                              29,987 

Ｎｏ

国
の
予
算
年
度

枠

地
方
単
独
事
業

エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰の
影響を受けた
生活者等に対
して事業の効
果が直接及ぶ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

交付対象事業の名称 経済対策等との関係

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④にも関
連する場合は、M～O列に追加で選択してください。

※参考

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

基金 事業始期

支援開始時期

※可変部分
※この他は変
えられませ

ん。

事業終期

※可変部分
※この他は変
えられませ

ん。

成果目標（可能な限り定量的指標を設定） 国の重点支援地方交付金が活用されている旨の明記

備考1
(重点支援地方交
付金の追加を踏
まえた各省庁の
通知の発出状況
に定義されてい
る対象分野)

備考1のサブカテゴリ―
M～O列を記入している場合のみ 【R7補正のみ】

備考2
「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等ふまえた対

応について記載

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）

備考5
(事業の終期が令和8年3月を超えることが見込ま

れる場合、その事情)

※可変部分
※この他は変えられません。

自治体での予算区分
「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

総事業費

Ｂ Ｃ

　

【
Ｒ
６
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】
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※
事
務
連
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参
照


